
 
居宅介護支援重要事項説明書 

（居宅介護支援契約書別紙） 

 

 

第１条（企業理念） 

居宅介護支援センター美雄は、「高齢者の尊厳と自立を守る」という企業理念のもと、い

かなる場合においても「利用者第一主義」を原則とした居宅介護支援の提供に努めます。 

 

第２条（事業者の概要） 

事業者の名称 株式会社 美雄 

事業者の所在地 静岡県浜松市中央区富塚町 690 番 22 号 

電話番号 ０５３－４７５－５６１１ 

代表者及び氏名 代表者  荒川 美夫子 

設立 平成１８年１１月８日 

 

第３条（居宅介護支援を提供する事業所の概要） 

事業所の名称 居宅介護支援センター美雄（みゅう） 

事業所の所在地 静岡県浜松市中央区富塚町 690 番 22 号 

電話番号 ０５３－４７５－５６１１ 

介護保険事業所番号 2277103475 

指定年月日  平成１８年  １２月  １日 

サービス提供地域 浜松市中央区  

その他 特定事業所加算Ⅱを取得している事業所です 

 

第４条（事業所の職員体制） 

 常 勤 非 常 勤 計 備 考 

管理者 1 人  1 人 主任介護支援専門員 

介護支援専門員 3 人  3 人  

事務職員  １人   

 

第 5 条（営業日及び営業時間） 

① 営業日  月曜日～金曜日（祝祭日、１２月２９日～１月３日を除く） 

② 営業時間 ９：００～１７：３０ 

 ＊営業時間外でも、２４時間連絡できる体制を整備しています。 

      （携帯電話に転送されます。） 

  （注）営業日及び営業時間外にご相談、打ち合わせ等がある場合は、担当の介護支援専

門員に事前にご確認下さい。 

 

 



第 6 条（利用料金） 

要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので自己負担はありません。 

注）保険料の滞納等により給付制限を受けた場合、居宅介護支援センター美雄が法定代理

受領できなくなったときは、１ヶ月につき下記の料金を頂き、居宅介護支援センター美雄

は居宅介護支援提供証明書及び領収証を交付致します。後日、これらを市町村の窓口に提

示しますと、全額払い戻しを受ける事ができます。（下記記載の金額は、基本となる報酬

単価であり、地域によって異なります。浜松市は、7 級地で、下記金額に 10.21 を乗じた

金額になります。） 

  要介護 1・2   （１０８６単位）    

要介護 3・4・5  （１４１１単位） 

特定事業所加算Ⅰ （５１９単位） 

特定事業所加算Ⅱ （４２１単位） 

特定事業所加算Ⅲ （３２３単位） 

特定事業所加算 A （１１４単位） 

特定事業所医療介護連携加算 （１２５単位）   

その他、以下の加算が算定される場合があります。 

  初回加算…3000 単位   

   入院時情報提供加算Ⅰ…250 単位 

   入院時情報連携加算Ⅱ…200 単位      

   退院・退所加算…カンファレンス参加の有無、回数に応じて 450 単位～900 単位       

   緊急時等居宅カンファレンス加算…200 単位/月に２回限度                                                                             

   ターミナルケアマネジメント加算…400 単位/月       

   通院時情報連携加算…50 単位/月      

 

第７条（運営方針及び目的） 

1 居宅介護支援センター美雄は、利用者の自立支援のため及び日常生活を営むために必

要なサービスが適切に利用できるように、利用者の心身の状況を勘案して、利用するサ

ービスの種類内容及び担当者等を定めた居宅サービス計画を作成し、当該計画に基づい

てサービス提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整の便宜を図ります。 

2 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の心身の状況・置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者より、包括的かつ効率的に

提供されるような居宅サービス計画書を作成します。この時、利用者やその家族は複数

のサービス事業者を紹介するよう求める事ができます。 

3 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って提供されるサービスが、特定の種類又は特定のサービス事業者に偏らないよ

う公正中立に行います。また、利用者やその家族は、提供したサービスを位置つけた理

由を求める事ができます。 

 前 6 か月間に作成した居宅サービス計画書の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与、地域密着型通所介護がそれぞれに位置付けられた居宅サービス計画の数が占

める割合及びサービス事業所によって提供されたものが占める割合は別表に記載した

通りです。 



4 居宅介護支援の提供にあたっては、要介護状態の軽減、悪化の防止に資するよう行う

とともに、医療サービスとの連携に十分配慮します。 

  ・入院時における医療機関との連携 

    利用者に入院する必要が生じた場合、担当介護支援専門員の氏名や利用者情報     

等を入院先医療機関に伝え、連携を図ります。 

  ・平時からの医療機関との連携 

    利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望した 

場合は、利用者の同意を得て主治医等に意見を求め、居宅計画書を交付します。 

また、必要時、利用者の同意を得て、主治医に利用者の情報を伝達します。 

5 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者やそのご家族のご意向を伺い、自立支援に

むけた提案を行います。居宅サービス計画を作成及び変更した際は、利用者及びそのご

家族に当該計画書を交付して説明を行い、文書により同意を頂きます。 

6 居宅介護支援の提供にあたっては、居宅サービス計画の実施状況の把握及び解決すべ

き課題の把握に努め、特段の事情がない限り、少なくとも月１回、利用者宅を訪問し、

利用者に面接を行います。 

介護保険等関連情報を活用し、PDCA サイクルを構築、推進する事により、サービス

実施状況の把握、目標の達成度の評価、居宅サービス計画の変更の必要性の検討を行い、

提供するサービスの向上に努めます。 

結果を記録に留め、利用者の申し出に応じて、開示いたします。 

7 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更

の認定を受けられた場合においては、サービス担当者会議の開催、サービス担当者に対

する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、サービス担当者から専

門的な見地からの意見を求めることに努めます。 

8 サービス提供中、利用者の居宅における日常生活が困難となってきた場合、地域包括

支援センターと連携し対応します。 

9 居宅介護支援センター美雄は、虐待の発生、再発を防止するため、委員会の設置、指

針の整備、研修、訓練の実施等必要な措置を講じます。 

10 居宅介護支援センター美雄は、事業所において感染症予防、まん延防止のため、委員

会の設置、指針の整備、研修、訓練の実施等必要な措置を講じます。 

11 災害や感染症が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的

に提供されるように、業務継続マニュアルを作成し、定期的な訓練、研修を行い、速や

かに必要な措置を講じます。 

 

第８条（管理者） 

管理者は居宅介護支援センター美雄の介護支援専門員その他の従事者の管理並びに利用

の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

法令等に規定されている居宅介護支援等の事業の実施に関して、居宅介護支援センター美

雄の介護支援専門員その他の従業者に、規定を遵守させるために必要な指揮命令を行いま

す。 

職場におけるハラスメント防止の為の雇用管理上の措置を講じます。 

 



第９条（従業員証明書） 

介護支援専門員は、常に従業員証を携行し、利用者又はそのご家族から求められた時はい

つでも提示します。 

 

第１０条（交通費） 

介護支援専門員が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、第３条に記載するサ

ービス提供地域にお住まいの方は無料となります。それ以外の地域の方は別途実費がかか

ります。その実費とは、本事業所と利用者宅までの標準的な訪問経路の区間で、サービス

提供地域以外の区間での公共交通機関利用実費又は自動車使用時の経費（５０円 ／ｋ

ｍ）となります。 

 

第１１条（解約料） 

契約後、居宅サービス計画の作成段階において、利用者のご都合により解約した場合であ

っても、解約料はかかりません。 

 

第１２条（その他の料金） 

要介護認定に伴う申請代行業務にかかる次の実費については利用者にご負担いただく場

合があります。 

・申請代行業務に伴って必要となる書類のコピー代、郵送料等の費用 

 

第１３条（お支払い方法） 

第６条の法定代理受領ができない場合の料金及び第１０条、第１２条に発生する料金等に

ついては、居宅介護支援センター美雄が定める期日までにお支払い下さい。なお、お支払

い方法は、原則として口座引き落としとさせていただきますが、居宅介護支援センター美

雄が指定する銀行口座への振込みも可能です。（振込み手数料は利用者のご負担となりま

す。） 

 

第１４条（個人情報の使用等及び秘密の保持） 

1 居宅介護支援センター美雄及び従業者は、利用者及びご家族の個人情報を、下記によ

る必要最小限の範囲で使用・提供または収集（以下「使用等」とします。）させていた

だきます。 

① 利用者に関わる居宅サービス計画の立案、作成及び変更に必要な場合 

② サービス担当者会議その他、介護支援専門員とサービス事業所との情報共有及び連

絡調整等に必要な場合。 

③ 利用者が医療サービスの利用を希望され、主治の医師の意見を求める必要のある場

合。（あらかじめ担当の介護支援専門員により連絡先を確認させていただきます。） 

④ 利用者の容態の変化に伴い、ご親族、医療機関及び公共行政機関等に緊急連絡を要

する場合。 

⑤ 介護保険に係る公共行政機関の指導、調査を受ける場合。 

⑥ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による調査を受ける場合。 

 



２ 使用等が必要な個人情報が記載された書類例は次のとおりです。 

①介護護保険被保険者証   ②アセスメント、モニタリング書類   ③居宅サービ

ス計画書  ④支援経過記録  ⑤主治医の意見書・診断書等  ⑥減額証  ⑦サー

ビス実施報告書等  ⑧身体障害者手帳・医療受給者証   ⑨個別介護計画書等 

３ 居宅介護支援センター美雄及び従業者は、利用者及びご家族の個人情報の取り扱いに

は、守秘義務遵守のもと、細心の注意を払います。 

 

第１５条（居宅介護支援に対する相談・苦情・要望等の窓口） 

居宅介護支援に関する相談、苦情及び要望等（以下「苦情」とします。）については、下

記の窓口にて対応いたします。ご相談については真摯に受け止め、誠意を持って問題の解

決に臨み、対応内容も記録保存し、常に事業者として資質の向上に努めます。また、居宅

支援以外のご相談なども遠慮なくお話ください。 

 

＜居宅介護支援提供事業所苦情窓口＞ 

苦情受付担当者  当事業所の従業者 

苦情解決担当者  当事業所の管理者 

受付時間     9 時～17 時 30 分（休業日を除く） 

電話番号     053－475－5611 

注）苦情対応の基本手順 

① 苦情の受付 ②苦情内容の確認 ③苦情解決責任者への報告 ④苦情解決に向けた対

応の実施 ⑤原因究明 ⑥再発防止・改善の措置 ⑦苦情解決責任者への最終報告 

 

＜居宅介護支援提供事業所以外の苦情窓口＞ 

中央福祉事業所書 長寿支援課  

 中央区役所内 ０５３－４５７－２３２４ 

 東行政センター ０５３－４２４－０１８4 

 西行政センター ０５３－５９７－１１１９ 

 南行政センター ０５３－４２５－１５７２ 

浜松市役所 

健康福祉部介護保険課 

電話番号   ０５３－４５７－２３７４ 

国民健康保険連合会 

静岡県国民健康保険団体連合会  介護保険課 

電話番号  ０５４－２５３－５５９０ 

 

 

第１６条（事故発生時の対応） 

1 居宅介護支援センター美雄は利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生

した場合は、市区町村、利用者のご家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、当

該事故の状況及び事故に際して採った措置について記録します。 



2 居宅介護支援センター美雄は、事故の原因が居宅介護支援センター美雄の責に帰する

場合、所定の手続きを経て損害賠償を速やかに行います。 

 

第１７条（再発防止） 

居宅介護支援センター美雄は事故発生後は、事故の起こった要因を十分に検討し、原因解

明を行い、再発防止に努めます。 

 

以上、居宅介護支援の提供にあたり、上記のとおり重要事項及び個人情報の使用等について、

説明しました。なお、本書は 2 通作成し、利用者及び居宅介護支援センター美雄双方が、

記名・押印の上、各 1 通を保管するものとします。また、本書は、契約締結の際には、契

約書の別紙（一部）となることをご了承ください。 

 

令和   年   月   日 

 

《事業者》  住所   静岡県浜松市中央区富塚町 690 番 22 号 

       事業者名 株式会社 美雄 

《事業所》  住所   静岡県浜松市中央区富塚町 690 番 22 号 

       事業所名 居宅介護支援センター美雄 

       代表者  荒川  美夫子 

       説明者   

 

サービス契約の締結にあたり、上記より重要事項の説明を受けました。 

《利用者》   

       住所 

                            

                                     

 氏名                         

                                  印  

                                     

 

《代理人又は立会人》  

       住所 

        

                                     

氏名 

                                  印 

                                     


